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第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この基準は、品質管理室の業務執行に関して、東ソー日向（株）業務分掌規程に基づき室内各構成員の基本的業務について、その責任と権限の基準を明確にし、業務の組織的かつ効率的運営を図ることを目的とする。

（用語の定義）
第２条　　この基準で使用する用語の定義は次のとおりとする。
　　　　「構成員」とは、職務上の地位に応じて室内業務を担当する従業員をいう。


第２章　業務実施の原則と業務分掌

（業務実施の原則）
第３条　　各構成員は、その業務の実施に当たっては、他構成員を尊重すると共に次の事項を遵守	しなければならない。
　　　　　1.　定められた業務を実施するに当たり、指揮命令系統を遵守すること。
　　　　　2.　その業務を実施するために、必要な助言を関係各構成員に求めることができる。助力を　　　　　　求められた各構成員は、これに助言・指導を行い、必要な協力を惜しまないこと。
　　　　　3.　上位構成員は直属下位構成員を指揮・監督すると共に、必要な情報を与え又は業務実施上の指針を示す等適切にこれを指導すること。
　　　　　4.　下位構成員は直属上位構成員に対し、命ぜられた業務を行う他、担当業務について積極的に意見具申を行い、補佐すること。
　　　　　5.　上位構成員に対し、その業務進捗状況を適時報告すること。
　　　　　6.　異例の事項及び自己の職務権限の範囲を越える事項が含まれている場合は、直属上位構成員の指示を求めること。

（室　長）
第４条　　室長は、工場長の命を受け、構成員を指揮・監督し、室の業務を執行すると共に工場長を補佐し、品質管理室の結果責任を負う。

（室長代理）
第５条　　室長代理は、室長の命を受け、構成員を指揮・監督し、室の業務を執行すると共に室長を補佐する。室長不在時及び緊急時においては、室長の業務を代行する。

（Ｇ　Ｌ）
第６条　　ＧＬは室長の命を受け、室員を指揮・監督し、室の業務を行うと共に、その諸業務において室長を補佐する。

（班　長）
第７条　　班長は室長の命を受け、班員を指揮、監督し、班の業務を行うと共に、その諸業務において室長を補佐する。

（スタッフ）
第８条　　スタッフは室長の命を受け、検査班の業務を除く品質管理、環境管理、保安等の諸業務を行うと共に、その諸業務において室長を補佐する。


第３章　業務範囲及び権限委譲

（業務範囲）
第９条　　品質管理室は品質保証システム、環境管理システム、最終処分場の管理、製品及び原材料の検査分析等、環境保全、保安防災、安全衛生及び自衛防災等に関する業務を分掌する。
　　　　その概括事例は別表のとおりとする。

（権限委譲）
第10条　　各構成員の業務範囲の概括事例は別表のとおり。又、上位構成員は自己の業務を下位構成員に委譲することができる。
　　　　ただし、室長は、その業務実施状況に対する監督責任は免れることはできない。

（業務委託）
第11条　　原料及び製品のサンプリング並びに保安業務については、他課・室あるいは外部に委託することができる。


第４章　雑　則

（基準の管理）
第12条　　この基準の管理責任者は品質管理室長とする。


付　　則

①　この基準は、１９９５年１０月　１日より施行する。
②　１９９５年１２月　１日　一部改訂
③　１９９６年　７月　１日　一部改訂
④　１９９６年　８月１６日　一部改訂
⑤　２００１年　６月２５日　一部改訂
⑥　２００３年　８月　１日　一部改訂
⑦　２００６年　７月　３日　一部改訂
⑧　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる一部改訂
⑨　２０２３年　７月１１日　一部改訂（3ページ目下部室長代理者について）
⑩  ２０２４年１０月  １日　一部改訂（別表 4.品質保証システムの維持、管理業務 担当変更）
⑪　２０２５年１２月　１日　一部改訂

別表
	業　務　範　囲
	室

長
	管

理
	検
査
班

	
	
	スタッフ
	班長
	班員

	 1.各届出書
	△
	◎
	
	

	 2.稟議書手続き
	△
	◎
	
	

	 3.最終処分場機能管理業務
	△
	◎
	
	

	 4.品質保証システムの維持、管理及び改善業務
	△
	○
	◎
	○

	5.環境管理システムの維持、管理及び改善業務
	△
	◎
	○
	○

	 6.製品、原燃料等の検査及び工程品、特殊品の依頼分析
	△
	
	◎
	◎

	 7.品質、工程等の解析調査の業務
	△
	
	◎
	◎

	8.物流基地に対する品質管理、検査の支援
	△
	
	◎
	◎

	 9.作業環境保全に伴う作業環境測定業務
	△
	
	◎
	◎

	10.環境保全についての計画の立案実施及び評価業務
	△
	◎
	○
	○

	11.環境の実態把握及び対策の調整業務
	△
	◎
	○
	○

	12.工場廃水、産業廃棄物等の施設の維持、管理及び改善の業務
	△
	◎
	○
	○

	13.保安防災対策、労働災害防止策、労働衛生管理計画の企画、推進
	△
	◎
	
	

	14.保安関係法令及び化審法、食品衛生法の周知徹底の業務
	△
	◎
	
	

	15.保安技術の伝達、解析、保管業務
	△
	◎
	
	

	16.設備の新増設、改造計画等の社内調整と許認可申請業務
	△
	◎
	
	

	17.構内入出者及び通門車輌の管理業務
	△
	◎
	
	

	18.構内遵守事項の指導及び構内パトロール業務
	△
	◎
	
	

	19.自衛消防、共同防災に関する業務
	△
	◎
	○
	○

	20.構内の火気管理の業務
	△
	◎
	
	

	21.従業員の交通安全に関する業務
	△
	◎
	
	

	22.生産実績の集約及び報告資料作成の業務
	△
	◎
	
	

	23.生産状況の掌握業務
	△
	◎
	
	

	24.改善提案、小集団活動の推進の業務
	△
	◎
	
	

	25. 前各号に関する付帯業務
	△
	◎
	
	


△：室起案、承認、結果責任
◎：主業務
○：理解、協調、維持

品質管理室長（室長代理）不在時の室長代理者は次のとおりとする。
別表業務範囲　1 ～ 3、5、10 ～ 25　 管理   スタッフ
              4、6 ～ 9           　検査班 班長
－3－

